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第３次せたな町総合計画策定支援業務公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 業務の趣旨 

せたな町は、平成30年度より10年間を計画期間とする「第２次せたな町総合計画」

を策定し、町の将来像を『輪になってつなぐ「せたな」の夢未来』と掲げ、「つながり」

をキーワードにまちづくりを実施してきたが、本町をめぐる社会・経済情勢は急速に

変化してきている。 

こうした動向に対応し、将来にわたり自立・持続可能なせたな町を町民との協働の

もとに築いていくため第２次総合計画が終了することを機に、新たなまちづくりの指

針として、第３次せたな町総合計画を策定する。 

第２次せたな町総合計画は、令和９年度をもって計画期間の満了を迎えるため、令

和10年度以降の長期的・計画的な視野に立った持続可能な新たなまちづくりの指針と

なる「第３次せたな町総合計画」を策定するため、企画提案を募集するものである。 

 

２ 概要 

 (１) 業務名 

第３次せたな町総合計画策定支援業務 

 (２) 業務内容 

別紙「第３次せたな町総合計画策定支援業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり 

 (３) 見積限度額 

本業務の見積限度額は、7,249,000円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。

ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、提案の規模を示すもの

であるため、後述する見積額の金額はこれを超えないこと。 

 (４) 契約期間 

契約を締結した日から令和９年３月３１日まで 

※ 総合計画の策定に要する期間は、令和８、９年度の２カ年であるが、継続し

て別途契約をする予定がある。また、委託契約は単年度ごとに行う。 

 

３ 参加要件 

  参加に当たっては、次に掲げる全ての要件を満たした者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（同項を

準用する場合を含む。）の規定に該当していない者であること。 
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（２） 本業務の参加申請日から契約締結の日まで、せたな町競争入札参加資  

格者の指名停止に関する要綱で規定する指名停止の措置を受けていな     

いこと。 

（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立

てがなされていない者であること（同法に基づく裁判所からの再生計画

認可を受けている場合を除く。）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。（同

法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場合を除く。 

（４） 国税及び地方税を完納している者であること。 

（５） 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計

画の許可がなされていない者、会社再生法に基づく更生手続開始の申立

てをしたものにあっては更生計画の認可がなされていない者であるこ

と。 

（６） 破産法に基づく破産手続き開始の申立てをしていない者であること。 

（７） せたな町暴力団排除条例に掲げる措置要件に該当しない者であるこ 

と。 

(８) 過去５年以内（令和３年度から令和７年度）において北海道内の行政機関に対 

し、同種または類似業務の実績があること。 
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４ プロポーザル実施計画 

実 施 内 容 実施期間又は期日 

プロポーザル方式の検討（指名選考委員会） 令和８年５月１日（金） 

 公告日 令和８年５月１日（金） 

参加表明書等提出期限  令和８年５月 15 日（金） 

質問書提出期限  令和８年５月 22 日（金） 

 参加表明者審査・指名（指名選考委員会）  令和８年５月 29 日（金） 

参加資格者決定・通知 令和８年５月 29 日（金） 

企画提案書等の提出期限  令和８年６月 12 日（金） 

審査会（プレゼンテーション予定）  令和８年６月中旬頃予定 

 業務受託候補者との随意契約承認（指名選考委員会）  令和８年６月下旬頃予定 

審査結果通知  令和８年６月下旬頃予定 

受託候補者と委託内容の協議開始 令和８年６月下旬頃予定 

契約締結  令和８年７月予定 

  ※スケジュールについては、都合により変更する場合がある。 

 

５ 参加表明書の提出 

（１）提出書類  ①様式第１号（プロポーザル参加表明書） 

②様式第２号（誓約書） 

         ③様式第３号（提案者情報書） 

④様式第４号（実績調書） 

⑤登記事項証明書（法人のみ） 

⑥納税証明書（国税・都道府県税・市町村税） 

⑦印鑑証明書 

⑧決算書 

⑨委任状（支店等が手続等を受任する場合） 

※  ⑤登記事項証明書以降の書類については、せたな町競争入

札資格登録がなされている場合は省略できる。 

（２）提出部数    １部 

（３）提出期限  令和８年５月１５日（金）17 時（必着） 

（４）提出方法  郵送又は持参 
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（５）提 出 先  〒049-4592 

         北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島 63 番地 1 

せたな町役場まちづくり推進課 

         TEL 0137-84-5111 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類  ①様式第９号（参加意向確認書） 

②様式第 10 号（企画提案書の提出について） 

③様式第３号（提案者情報書） 

         ④企画提案書 

⑤業務工程表（２ヶ年分） 

⑥見積書 

（令和８年度、９年度分がわかるように記載願います。） 

⑦付属書類 

（２）企画提案書 企画提案書には、次の事項を記載すること。 

         ①業務の基本方針 

         ②業務の実施方法 

         ③業務の実施計画 

④業務の実施体制 

・実施体制、役割分担等 

・従事者の実績、能力、資格等 

・企業の実績（類似業務及び成果品（冊子現品等）） 

※アピールできる類似業務は３件以内とする。 

（３）様  式  任意様式（Ａ４サイズ）による 

         企画提案書は、別添仕様書に基づき作成する。 

必要に応じて付属資料を添付しても構わないが付属資 

料はＡ４サイズとする。 

（４）提出部数  それぞれ１部とするが、企画提案書は正本１部、副本６ 

部を提出する。 

（５）提出期限  令和８年６月１２日（金）17 時（必着） 

（６）提出方法  郵送又は持参 
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（７）提 出 先  〒049-4592 

         北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島 63 番地 1 

せたな町役場まちづくり推進課 

         TEL 0137-84-5111 

（８）留意事項 

①企画提案書は、文書での表現を原則とするが、企画提案者の考えを示す

ために必要な場合は、視覚的表現の使用を認める。 

②企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう分かりや

すい表現を心がけること。 

③提出書類に虚偽の記載があった場合、談合その他不正行為があった場合

は失格とする。 

④見積書の提案金額は、業務期間中の本業務に係る費用の見込み額とする。

また、見積書に記載した金額の範囲で実現できる内容を記載すること。 

 

７ 企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング 

（１）日時 

令和８年６月中旬頃 

（２）開催形式 

直接対面形式 

（３）実施内容 

プレゼンテーション及びヒアリングによる 

ア プレゼンテーションは、参加資格者あたり２０分以内とする。 

イ プレゼンテーション及びヒアリングの説明者は３人以内とする。 

ウ プレゼンテーションに必要な資料（パワーポイント他資料データ等）

及びパソコン等の機材がある場合は、参加資格者が準備すること。 

エ プロジェクター、モニター及び電源ケーブルは事務局で準備する。 

オ ヒアリングは、プレゼンテーション終了後に実施する。 

（４）その他留意事項 

ア プレゼンテーション及びヒアリングによる追加資料の提示は認め 

ない。 

イ 詳細については、別途、参加資格者へ通知する。  
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８ 質疑・回答 

（１）受付期間  令和８年５月２２日（金）17 時（必着） 

（２）提出書類  様式第５号（質問書） 

（３）提出方法  電子メール 

（４）回  答  すべての参加申込者へ電子メールで回答を行うものとする。 

ただし、質問内容が質問者固有の提案内容に密接に関わる  

ものについては、質問者に対してのみ回答する場合がある。 

（５）提 出 先  せたな町役場まちづくり推進課 

         e-mail：setana.machidukuri@town.setana.lg.jp 

 

９ 契約の相手方の選定・締結 

（１）提出書類等の審査を行い、最も評価の高い業務受託候補者を契約の相手

方として選定する。 

   審査基準は別表１のとおりとする。 

（２）選定結果は、書面で通知する。 

なお、選定結果に係る全ての資料は非公開とし、選定結果に対し異議を   

申し立てることはできない。 

（３）選定された業務受託候補者と具体的な業務内容を協議した上で、本業務

の仕様書に基づく見積書を徴取し、随意契約の方法により委託契約を締

結する。ただし、当該受託候補者との調整・協議が不調に終わった場合

は、次点の企画提案者と協議できるものとする。 

 

10 その他 

（１）企画提案書等その他に虚偽の記載があった場合は、本業務の企画提案書

等を無効とし、契約締結後には、契約を解除することがある。 

（２）提出された書類は返却しない。また、企画提案書等の作成及び提出に要

した経費等は企画提案者の負担とする。 

（３）問い合わせ先及び参加表明書、企画提案書等の提出先 

    〒049－4592 

    久遠郡せたな町北檜山区徳島６３番地１ 

せたな町役場まちづくり推進課 担当：栗城 

    TEL 0137-84-5111 

    e-mail：setana.machidukuri@town.setana.lg.jp 
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別表１ 

企画提案書審査基準 

評価項目（合計100点）  配点 

（１）業務の実施体制  

・ 資格・業務経験を有した管理責任者が配置されているか。  
10 点 

（２）事業実施の能力・実績  

・ 委託業務全般を適正かつ確実に遂行するための知識やノウ

ハウ、経験等を十分に備えているか。  

・ 過去５年間に他自治体における類似業務は十分か。  

10 点 

（３）業務工程  

・ 町・事業者の役割分担は明確かつ実現性があるか。 

・ 令和８年度と令和９年度の詳細なスケジュールが示されて

いるか。  

10 点 

（４）見積内容  

・ 各業務に係る経費の内容が明確に示されており、妥当な金

額であるか。  

10 点 

（５）計画策定への考え方及び姿勢  

・ 本町の現況や本町を取り巻く環境の変化などを的確に把握

しているか。第２次せたな町総合計画や関連計画等を踏まえ

た上で、策定に向けての考え方や手法が示されているか。  

20 点 

（６）業務内容の提案  

・ まちづくりに関する意向調査の提案内容は、有益な手法と

なっているか。  

・ 多くの町民の声を聴くため、町民参画に関する具体的な提

案や実現可能なプロセスが示されているか。 

・ 会議の運営支援の体制は十分か。  

・ 有効な町民意識調査の観点と手法、プロセスが示されてい

るか。また、回収率向上の具体的な工夫や提案があるか。  

・ 町民等（学生含む）にも分かりやすい計画書の作成に向け

た手法が示されているか。  

・ フォローアップの実施方法が具体的に示されているか。  

・ 仕様書にない独創的で具体的な提案がなされ、それらが有

益で実効可能な提案であるか。  

40 点 
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【評価配点】 

・評価は５段階とする （大変優れている・優れている・普通・劣る・大変劣る）  

【４０点：４０・３２・２４・１６・８】【２０点：２０・１６・１２・８・４】  

【１０点：１０・８・６・４・２】  

 

 

 

 

 

 

 


